
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
―
三
○
―
九
九

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付

し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

め
る
。

改

正

後

改

正

前



（
航
空
管
制
手
当
）

（
航
空
管
制
手
当
）

第
二
十
三
条

航
空
管
制
手
当
は
、
国
土
交
通
省
航
空
局

第
二
十
三
条

航
空
管
制
手
当
は
、
国
土
交
通
省
航
空
局

、
地
方
航
空
局
の
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
若
し
く

、
地
方
航
空
局
の
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
、
空
港

は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
又
は
航
空
交

・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
若
し
く
は
航
空
衛
星

通
管
制
部
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣

セ
ン
タ
ー
又
は
航
空
交
通
管
制
部
に
所
属
す
る
職
員
の

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
航
空
交
通
管
制
技
能
証
明
書

う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
航
空

、
航
空
交
通
管
制
通
信
技
能
証
明
書
、
航
空
管
制
運
航

交
通
管
制
技
能
証
明
書
、
航
空
交
通
管
制
通
信
技
能
証

情
報
技
能
証
明
書
又
は
航
空
交
通
管
制
技
術
業
務
技
能

明
書
、
航
空
管
制
運
航
情
報
技
能
証
明
書
、
航
空
交
通

証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に

管
制
技
術
業
務
技
能
証
明
書
又
は
航
空
衛
星
運
用
技
能

従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に

従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

航
空
局
に
お
け
る
技
術
管
理
航
空
管
制
技
術
業
務

九

航
空
局
に
お
け
る
技
術
管
理
航
空
管
制
技
術
業
務



若
し
く
は
性
能
評
価
航
空
管
制
技
術
業
務
、
空
港
事

、
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
、
空
港
・
航
空
路
監

務
所
、
空
港
出
張
所
、
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ

視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
若
し
く
は
航
空
交
通
管
制
部
に

ー
事
務
所
若
し
く
は
航
空
交
通
管
制
部
に
お
け
る
管

お
け
る
管
制
技
術
業
務
又
は
福
岡
航
空
交
通
管
制
部

制
技
術
業
務
又
は
福
岡
航
空
交
通
管
制
部
に
お
け
る

に
お
け
る
航
空
交
通
管
理
管
制
技
術
業
務

航
空
交
通
管
理
管
制
技
術
業
務

（
削
る
）

十

航
空
衛
星
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
航
空
衛
星
運
用
業

務

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
業
務
の
種
類
及
び
勤
務
官
署
に
応
じ
て
次
の
表

つ
き
、
業
務
の
種
類
及
び
勤
務
官
署
に
応
じ
て
次
の
表

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

業
務
の
種
類

勤
務
官
署

手
当
額

業
務
の
種
類

勤
務
官
署

手
当
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



前
項
第
九
号
の

航
空
局
、
空
港
事

二
百
四
十
円

前
項
第
九
号
の

航
空
局
、
空
港
事

二
百
四
十
円

業
務

務
所
、
空
港
出
張

業
務

務
所
、
空
港
出
張

所
、
空
港
・
航
空

所
、
空
港
・
航
空

路
監
視
レ
ー
ダ
ー

路
監
視
レ
ー
ダ
ー

事
務
所
又
は
航
空

事
務
所
又
は
航
空

交
通
管
制
部

交
通
管
制
部

前
項
第
十
号
の

航
空
衛
星
セ
ン
タ

二
百
四
十
円

業
務

ー

３

（
略
）

３

（
略
）

（
夜
間
特
殊
業
務
手
当
）

（
夜
間
特
殊
業
務
手
当
）

第
二
十
三
条
の
二

夜
間
特
殊
業
務
手
当
は
、
次
の
各
号

第
二
十
三
条
の
二

夜
間
特
殊
業
務
手
当
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一

に
掲
げ
る
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一



部
又
は
全
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
で
当
該

部
又
は
全
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
で
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

各
号
に
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

一

警
察
庁
、
総
務
省
総
合
通
信
局
若
し
く
は
沖
縄
総

一

警
察
庁
、
総
務
省
総
合
通
信
局
若
し
く
は
沖
縄
総

合
通
信
事
務
所
、
外
務
省
、
国
土
交
通
省
航
空
局
、

合
通
信
事
務
所
、
外
務
省
、
国
土
交
通
省
地
方
航
空

地
方
航
空
局
若
し
く
は
航
空
交
通
管
制
部
又
は
気
象

局
若
し
く
は
航
空
交
通
管
制
部
又
は
気
象
庁
に
所
属

庁
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
行
政
職
俸
給
表
又
は
専

す
る
職
員
の
う
ち
行
政
職
俸
給
表
又
は
専
門
行
政
職

門
行
政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

有
線
電

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

有
線
電
気
通
信
設

気
通
信
設
備
又
は
無
線
設
備
の
運
用
又
は
保
守
の
業

備
又
は
無
線
設
備
の
運
用
又
は
保
守
の
業
務
で
人
事

務
で
人
事
院
の
定
め
る
も
の

院
の
定
め
る
も
の

二
～
十
四

（
略
）

二
～
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
犯
則
取
締
等
手
当
）

（
犯
則
取
締
等
手
当
）

第
二
十
八
条
の
五

（
略
）

第
二
十
八
条
の
五

（
略
）



２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
当

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
業
務

五
百
五

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
業
務

五
百
五

十
円
（
同
項
第
一
号
の
業
務
の
う
ち
心
身
に
著
し
い

十
円
（
同
項
第
七
号
の
業
務
の
う
ち
、
著
し
く
危
険

負
担
を
与
え
る
と
人
事
院
が
認
め
る
業
務
又
は
同
項

で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合

第
七
号
の
業
務
の
う
ち
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
人
事

に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す

院
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

る
額
を
加
算
し
た
額
）

当
該
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


